
あじさいのまち開成自治基本条例 ―構造図― 

                      
 
                            
 
 
 
 
                                                                 

                    
 
                                                   

 
                          
                                                  

                                                                           

                                                 

                  
 
                                    
 
 
 
 
 
 
                                   

 
         
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                

第 1章 総則 
第 1条 目的 
第 2条 用語の定義 
第 3条 基本理念 

前  文 

第６章 条例の位置付け

第２８条 条例尊重義務 

第２９条 条例の見直し 
 

第５章 町政運営 

第３節 政策の推進 
第２２条 総合計画 
第２３条 財政運営 
第２４条 行政評価 
第２５条 行政手続 
第２６条 個人情報の保護 
第２７条 広域連携 
 

第１６条 町政運営の原則 

第１節 町政運営の基本原則 

第１７条 情報の公開  

第１８条 説明責任   

第１９条 町民参加   

第２０条 住民投票 

第２１条 住民投票の請求及び発議 

第２節 情報の共有と参加 

第３章 議会及び議員 

第１１条 議会の責務 

第１２条 議員の責務 

                                

第４章 町長等 

第１３条 町長の責務 

第１４条 他の執行機関の責務 

第１５条 町職員の責務 

第２章 町民 

 

第２節 社会参画 

第７条 対等な社会参画 
第８条 子ども 

第４条 町民の権利 
第５条 町民の責務 
第６条 事業活動を行うも

のの責務 

第１節 町民の権利及び責務 
 

第３節 町民活動 

第９条 地域の自治活動 
第１０条 町民公益活動 


